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○
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第

号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
第
十
九
条
第
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用

等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
九
号
に
基
づ
く
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年

月

日

個
人
情
報
保
護
委
員
会
委
員
長

丹
野
美
絵
子

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
九
号
に
基

づ
く
特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
九
号
に
基
づ
く

特
定
個
人
情
報
の
提
供
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
個
人
情
報
保
護
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

改

正

後

改

正

前
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（
条
例
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個

（
条
例
事
務
を
処
理
す
る
た
め
に
必
要
な
特
定
個

人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
）

第
二
条

法
第
十
九
条
第
九
号
の
個
人
情
報
保
護
委

第
二
条

法
第
十
九
条
第
九
号
の
個
人
情
報
保
護
委

員
会
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

員
会
規
則
で
定
め
る
事
務
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
満
た
す
も
の
（
以
下
「
条
例
事
務
」
と
い
う
。)

を
満
た
す
も
の
（
以
下
「
条
例
事
務
」
と
い
う
。)

と
す
る
。

と
す
る
。

一

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で

一

法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
条
例
で

定
め
る
事
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
事

定
め
る
事
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
事

務
」
と
い
う
。)

の
趣
旨
又
は
目
的
が
、
法
別
表

務
」
と
い
う
。)

の
趣
旨
又
は
目
的
が
、
法
別
表

第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
い
ず
れ

第
二
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
い
ず
れ

か
の
事
務
（
以
下
「
法
定
事
務
」
と
い
う
。)

の

か
の
事
務
（
以
下
「
法
定
事
務
」
と
い
う
。)

の

根
拠
と
な
る
法
令
の
趣
旨
又
は
目
的
と
お
お
む

根
拠
と
な
る
法
令
の
趣
旨
又
は
目
的
と
同
一
で

ね
同
一
で
あ
る
こ
と
。

あ
る
こ
と
。

二

［
略
］

二

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］



- 3 -

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


